
大田市立病院使用料及び手数料規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

大田市長 

 

大田市規則第１６号 

   大田市立病院使用料及び手数料規則の一部を改正する規則  

 大田市立病院使用料及び手数料規則（平成２４年大田市規則第２７

号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

分娩料 １児につき １３０,０００円とし、双児以上の場合に

おいては、１児増すごとに６５,０００円を加算する。 

ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日、１月２

日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの

日の午前６時から午後１０時まで並びにこれらの日以

外の日（以下「平日」という）の午前６時から午前８

時３０分まで及び午後５時１５分から午後１０時まで

の分娩については１児につき１４４,０００円とし、双

児以上の場合においては、１児増すごとに７２,０００

円を加算し、すべての日の午前零時から午前６時まで

及び午後１０時から午後１２時までの分娩については

１５８,０００円とし、双児以上の場合においては、１

児増すごとに７９,０００円を加算する。 

                              」 

を 

「 



分娩料 １児につき １６０,０００円とし、双児以上の場合に

おいては、１児増すごとに６５,０００円を加算する。 

ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日、１月２

日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの

日の午前６時から午後１０時まで並びにこれらの日以

外の日（以下「平日」という）の午前６時から午前８

時３０分まで及び午後５時１５分から午後１０時まで

の分娩については１児につき１７４,０００円とし、双

児以上の場合においては、１児増すごとに７２,０００

円を加算し、すべての日の午前零時から午前６時まで

及び午後１０時から午後１２時までの分娩については

１８８,０００円とし、双児以上の場合においては、１

児増すごとに７９,０００円を加算する。 

                             」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 


